
「林業公社に関する懇談会 中間報告（案 」に対する意見の要旨及び当該意見の処理の結果）

○ 「処理の結果」の凡例及び各項目数（重複を排し）
Ⅰ： 趣旨を取り入れているもの （５項目）
Ⅱ： 趣旨の一部を取り入れているもの （４５項目）
Ⅲ： 修正するもの （２０項目）
Ⅳ： 今後の検討課題等 （１０９項目）

Ⅳ－１： 最終報告に向けて検討するもの （うち５項目）
Ⅳ－２： 具体の予算等に係るもの （うち２９項目）
Ⅳ－３： その他 （うち７５項目）

該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

全 般 今後、公社が民有林における森林整1
備に一定の役割を果たしていく方向づけを
明らかにすべき。

今後の公社の使命は、公益的機能発2
揮のために必要な森林の適正管理により、
林業収益型から環境保全型に変革すべき。

公社事業が地域振興に大きな役割を3
果たしていることを認識すべき。

公社が国産材振興に果たす役割を示4
すべき。

厳しい経営環境の下で苦労している5
、 。公社の現状を踏まえ より深く検討すべき

主伐後の再造林や除間伐に対する意6

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ－３

Ⅳ－３

３( )に記載している （より具4 。
体的には、最終報告において整
理 ）。

同様の趣旨を３( )～( )に記載2 4
している。

３( )に記載している。3

４( )エに新たに記載。2

公社の経営環境や内容はそれぞ
れ異なっており、より具体的には
個別に検討することが適当。

林政全般に係る課題 （公社の。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

欲の欠如という状況を打開する唯一の方策
は、公団・公社事業の拡大であり、県はも
とより、国の支援が必要。

、7 総論的な内容では問題解決は望めず
国による具体的な指導・方策を記載する必
要がある。

都道府県の支援のみではもはや限界8
であり、公社の果たすべき役割を明確にし
た上で、国・都道府県・市町村による支援
体制を築くべき。

森林の公益性を考慮し、適切な森林9
整備を行いかつ採算性を持たせるため、国
が補助金を増額すると共に、無利子融資制
度を創設すべき。

国策としての拡大造林に取り組んで10
きた公社に対し、国・県は責任を持ち、従
来以上の支援をすべき。

公益的機能発揮と森林の持続的経営11
のため、緊急に公的資金の全面投入による
森林環境の保全等を実施すべき。

Ⅳ－２

Ⅱ

Ⅳ－２

Ⅳ－２

Ⅳ－３

みに頼ることがないよう、４( )3
アに一文を追加 ）。

既往分収林の取扱や新規事業の
あり方等、全国共通の課題につい
て整理。具体的な国の施策は別途
検討。

公社の役割を明確化した上で事
業展開を図ることのできる条件整
備を行っていくべきこととして、
取りまとめている。

具体的な国の施策は別途検討。

具体的な国の施策は別途検討。

個人財産の形成にも資する森林
の整備は、全額公費で実施するに
はなじまない（国土保全の機能発
揮上必要な場合は、治山事業とし
て実施 。公社の経営コスト・リ）
スク軽減については４に記載して
いる。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

公社の課題解決にむけた具体策の記12
載が少ない。持続的な森林経営に不可欠な
造林・育林が国及び県費で行われるよう要
望。

森林管理費用の助成を拡充すべき。13

利益を期待できないことから、国、14
都道府県、市町村が財政負担すべき。

林業の採算性を考慮して公庫資金の15
低利化を図るべき。

公社の森林整備に係る負担を軽減す16
るため、公的事業とすることや、造林補助
の拡充が必要。

、17 公社の分収林が存する中山間地域は
国土の骨格であり、他省庁との連携により
支援体制を整備すべき。

公社と公団の役割分担を明確にした18
上で、同じ分収割合で森林整備が可能なよ
うに国の財政支援が必要。

、19 公社はコスト削減に取り組んだ上で
公的支援を求めるべき。

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅲ

同上。また、具体的な国の施策
は別途検討。

林政全般に係る課題。

国、都道府県は森林整備に助成
を行っているが、個人財産の形成
に資するものを全額公費とするに
はなじまない。公社の経営コスト
・リスクの軽減については記載し
ている。

森林整備活性化資金（無利子）
により、低利化が図られている。

４( )イにおいて、公社の負担3
軽減等について記載している。

林政全般に係る課題。

公団と公社は、成立経緯や仕組
みの違いもあり、同条件は困難。

同様の趣旨を４( )に新たに記1
載。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

山村地域振興の面から、安定した公20
社事業が実施できるよう債務問題の解決が
不可欠であり、国の支援について提言が必
要。

今後の事業展開を図っていくために21
も重要な既往債務への対応策を示すべき。

既往債務処理の負担、責任について22
明記すべき。

県に代わって森林造成を担った公社23
の債務は分収による清算が見込めない状況
であり、公的資金により一部補填すべき。

公社が債務超過に陥った場合、国が24
損失補填する仕組みが必要。

、25 公社が拡大造林を担ってきたことも
木材価格が国際競争のただ中にあること
も、国策に従った結果であり、これに伴っ
て発生した既往債務の処理は、国、地方を
挙げて取り組むべき問題である。

財務状況を積極的に公開し、債務を26
国と都道府県の負担により繰上償還すべ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

既往債務の処理の考え方につい
て、４( )に記載。制度資金や補1
助事業の活用等による債務や利息
の増大の抑制につき、４( )、( )2 3
に記載している。

既往債務の処理の考え方につい
て、４( )に新たに記載。1

同上。

同上。

同上。なお、都道府県が債務保
証をしている公社の既往債務その
ものを国が肩代わりすることは困
難。

同上。

同上。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

き。

累積債務は財産として保持されてお27
り、現在の木材価格で公社を赤字と判断す
ることには疑問がある。

県の公社に対する支援は、それぞれ28
の県に特徴があり、もっと県の役割を明記
すべき。

。29 施業・生産コストの削減を図るべき

公社の自助努力が必要。30

分収林の資産評価法として、時価評31
価や分収林独自の会計処理に関する指針を
示すべき。

登録免許税法及び印紙税法における32
優遇措置を図るべき。

分収林特別措置法・同施行令を現状33
に合わせ改正すべき。

公社が税制・補助の特別措置を受け34
るための特別法や、財源措置が必要。

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－２

現在一律に赤字と判断されるも
のではないが、将来、債務の償還
に支障を来すおそれがあり、財務
体質の改善を進める必要があるこ
とにつき、４( )に記載。1

地域の実情に応じた役割の明確
化等を盛り込んでいる。

４( )エに、木材の安定供給に2
つき新たに記載。

４( )～( )に盛り込まれている2 4
ほか、４( )に新たに記載。1

より専門的な検討が必要。

同上。

法制度の改正の必要性について
は、さらに検討。

具体的な施策は別途検討。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

公社の設立の動機は、拡大造林を推35
進する手段として地方公共団体が取り組ん
できた経緯があるが、県・市町村等だけで
は厳しい財政負担となるため、地方公共団
体による利息軽減等の対策に要する基金の
創設に要する財源として、地財措置を講じ
ることが必要。

水源税や環境税による資金投入をす36
べき。

森林整備を進めるためには、新たな37
財源の確保が必要。

公益的機能の対価として、森林の効38
用の代償（水源税等）を求め、これを公社
を含む森林所有者に還元すべき。

個人の造林が減少する中で、急激な39
苗木生産の減少が生じないよう、配慮が必
要。

木材自給率の長期ビジョンを示し、40
市場価格を高めるような施策を実施し、分
収による債務償還の展望をもたらすことが
必要。

。41 外材の輸入規制について言及すべき

森林の造成には高いコストや大変な42
労力を要することにつき国民に理解しても

Ⅳ－２

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅱ

同上。

林政全般に係る課題。

同上。

同上。

同上。

同上。

同上。

同様の趣旨により４( )を記載4
している。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

１ はじめに
「しかしながら、近年･ ･
･ を 踏 ま え た 対 応 が 必 要
となっている 」。

２ 林業公社の現状

( ) 資金調達等3

( ) 都 道 府 県 に よ る 財4
務改善等への取り組み

らえるよう働きかけることが必要。

公社造林は収益を分収する仕組みで43
あり、公益的機能のみならず経済的機能に
も期待するところがあることから、その扱
いを明確にすべき。

それぞれの森林に対し、公益的機能44
の違いを明確にすべき。

公社が公的機関の一つとして一定の45
役割を果たしていくことを強調するよう、
文章の構成を改めるべき。

国の施策である拡大造林に大きく貢46
献したことを明記すべき。

今日の公社の経営状況、今後の経営47
見通し、都道府県の支援等を踏まえた記述
をすべき。

資金調達に関する将来的な分析が不48
十分。

都道府県の貸付金等の無利子化は、49
抜本的な債務対策とはならない。

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ－３

Ⅲ

３( )及び４( )エにおいて、公3 2
社に期待される役割の一つとし
て、木材の安定供給に
ついても記載している。

４( )において、公社分収林の4
取扱い等のビジョンの明確化につ
いて記載している。

趣旨は反映されている。

３( )に拡大造林政策における1
公社の役割を新たに記載。

公社の現状等については、２に
おいて全体の概略が理解されるよ
うに記載している。

公社によって資源内容等が異な
り、一律に見通すことは困難。４
( )において、各公社が財源分析1
を行うべきこと等を新たに記載。

着実な債務対策に取り組むべき
ことを４( )に記載。1



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

３ 今後の林業公社の役
割

無利子化や金利の低減化は、都道府50
県財政への影響のためでなく、公社の累積
債務の軽減のために行っているのではない
か。

「木材価格が長期低迷している原因51
は、関税廃止による外材の導入のためであ
り、国の政策によるところが大きい。従っ
て国においても、何らかの財政支援措置を

。」 。講じる必要がある の文章を加えるべき

国産材の供給のリーダーとして、計52
画的、定量的に安価な木材を安定供給する
役割を率先して果たすべき。

民間素材生産業者等による公社事業53
の受託を可能にすることで、コスト削減に
つなげるべき。

社会全体で森林を支える新たな体制54
整備の観点から、今後の森林整備等におけ
る公社の役割、位置づけ、法的根拠に対す
る考え方を明記すべき。

、55 次世紀の森づくりのビジョンを示し
、 、 、 、森林整備のあり方 国 都道府県 市町村

森林所有者等の役割分担で、公社の位置づ
けを示すべき。

拡大造林に対し、国が追認したよう56

Ⅱ

Ⅳ－３

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ－１

Ⅳ－１

Ⅲ

債務の償還に支障を来すおそれ
があることを第一の理由として記
載している。

林政全般に係る課題。

３( )に計画的・安定的な木材3
供給が期待される旨を記載してい
るが、加えて、４( )エを新たに3
追加。

４( )エにおいて、木材の有利3
販売について新たに記載。

基本政策の検討状況を踏まえて
整理。

同上。

３( )において、拡大造林政策1



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

( ) 拡 大 造 林 か ら の 脱2
却

「 拡 大 造 林 の 担 い 手 と
しての林業公社の役割は
終了し、･･･」

( ) 林 業 公 社 へ の 期 待3

に読める。拡大造林の推進のために、国と
地方を挙げて創立された組織であることを
明記した上で、今後の方向性を示すべき。

拡大造林を続けている公社に対し、57
その中止を命令していると受け止められる
ことから 「拡大造林からの脱却」を「林、
業公社の役割の変化」等に改めるべき。森
林組合の安定的事業量の確保を考慮すべ
き。

森林所有者の要望が強いことから、58
「ほぼ終了」とすべき。

公社は、公的機能の高い森林を国及59
び地方公共団体の負担により一定の強制力
の下に一元的に管理することにし、このよ
うな事業を行う森林整備法人に関する法律
を制定すべき。

山村地域の振興のため、民有林の造60
林事業は主として公社が推進すべき。

国土保全と地域振興のため、公社事61
業が継続発展していくことが必要。

公社の必要性等について、今後の林62

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅳ－１

における公社の位置づけを新たに
記載。

公益的機能の発揮のための無立
木地等への造林までも否定するも
のではないが、木材生産力を増強
するための従来の拡大造林の社会
的な意義は低下（かつての拡大造
林の趣旨を３( )に新たに記載 。1 ）

同上。

個人資産の形成にも資する森林
整備を全額公費で支弁する仕組み
は困難（国土保全の機能発揮上必

）。要な場合は治山事業として実施
公社の経営コスト・リスクの軽減
については記載している。

森林整備の担い手は、地域の実
情に応じて多様なものであるのが
妥当。

３及び４において、公社の安定
的な事業展開について記載してい
る。

今後の森林整備全体における公



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

( ) 林 業 公 社 の 役 割 の4
明 確 化

「 林 業 公 社 は 、 都 道 府
県 、 市 町 村 等 の 出 資 に

業の見通しを踏まえた上で 「検討すべき」、
という第三者的な表現ではなく、具体的に
記述すべき。

不在村森林所有者の増加や、山村の境63
界が不明確になりつつある状況では、これ
らの問題を包括的に処理する公的機関であ
るべき。

適正な森林整備を担う公的機関の一64
つ」にとどまらず、公社の目的を明確にす
べき。

現在の林業を取り巻く状況では、個人65
の経営では、手のつけようがなく、公社が
リーダーとなって山の維持に努めていくべ
き。

国・都道府県の施策に従って森林造成66
、 、を進めてきた以上 債務の償還についても

。国・都道府県が抜本的な政策を展開すべき

民有林整備の推進母体である公社の経67
営を立て直し、将来の見通しをたてること
が必要。

地域により異なるのは当然であり、公68
社が国と地方を挙げて創設した組織である

Ⅱ

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅲ

Ⅱ

社の位置づけについては、基本政
策の検討状況を踏まえて整理。

３( )において、同様の趣旨を記3
載している。

具体的には、それぞれの地域の
実情に応じて明らかにすることが
適当。

、私有財産である民有林の整備は
森林所有者等により実施すること
を基本としつつ、これによりがた
い場合に公的主体が担っていくこ
とが適当。

既往債務の処理の考え方につい
て４( )に新たに記載。なお、都道1
府県が債務保証をしている公社の
既往債務そのものを国が肩代わり
することは困難。

経営の安定化と将来の見通しの
必要性について、４( )において新1
たに記載。

一般的に期待される役割は３
( )、( )に記載しており、個々で2 3



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

よ り 設 立 さ れ た 公 益 法
人 で あ り 、 そ れ ぞ れ が
地 域 の 実 情 に 応 じ て 独
自 の 事 業 を 展 開 し て き
て い る こ と か ら 、 全 国
的 ・ 画 一 的 に そ の 役 割
を 規 定 す る に は 馴 染 ま
な い 面 が あ る 」。

「 林 業 公 社 は 、 多 額 の
債 務 を 抱 え る な ど 厳 し
い 財 務 事 情 に あ り 、 今

、後 の 事 業 展 開 に 当 た り
経 営 の 安 定 化 が 必 須 の
課 題 と な っ て い る こ と
に つ い て 、 十 分 な 考 慮
が 必 要 で あ る 」。

ことから、国が公社の役割に対する期待と
方向づけを行うことに何ら問題はなく、こ
の文章は不要。

今後の森林整備に果たす公的機関の役69
割を明らかにする中で、公社がその一つで
あることを明確にすることが必要。

累積債務を抱えたままで新しい役割を70
担うことは困難であり、都道府県の財務状
況が厳しい中、国による支援策が必要であ
ることを明記すべき。

新たな役割を担うためには、累積債務71
が足かせとなるため、地財措置による対策
が必要。

分収後の再造林が不可能と思われる公72
益的機能の特に高い分収林を公的機関が買
い取る制度を創設すべき。

森林の適正管理の財源として、森林環73
境税等を創設すべき。

公益的機能の確保の観点から、国が農74
林公庫資金について利子補給する制度が必
要。

都道府県による経営安定化への取り組75
みの状況を明記すべき。

Ⅳ－１

Ⅲ

Ⅳ－２

Ⅳ－２

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅱ

は 「全国的・画一的」に規定する、
にはなじまないことを述べている
のみ。

基本政策の検討状況を踏まえて
整理。

既往債務の処理について、４( )1
に新たに記載。

具体的な施策については、別途
検討。

同上。なお、公益的機能の高い
森林の公有林化については、既に
起債措置が講じられている。

林政全般に係る課題。

森林整備のための公庫資金の低
利化については、既に森林整備活
性化資金が措置されている。

２( )において、代表的なものを4
記載している。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

「 、国 及 び 地 方 に お い て
林 業 公 社 へ の 期 待 を 明
ら か に す る と と も に 、
そ れ ぞ れ の 林 業 公 社 が
関 係 者 の 合 意 形 成 の 下
に 、 上 記 の よ う な 期 待
や 財 務 状 況 等 を 踏 ま え
つ つ 、 そ の 今 日 的 な 役
割 を 明 確 化 す る 事 が 適
当 で あ る 」。

４ 今 後 の 林 業 公 社 の
事 業 展 開

各公社が個別に取り組むのではなく、76
一致して取り組むべき問題であり 「それ、

」 「 」 。ぞれの公社 を すべての公社 とすべき

各公社が役割を明確化する前に、国・77
地方公共団体の森林整備に関する基本的な
考え方と公社の位置づけを示した上で、公
社の役割を明確化すべき。

国や地方公共団体、森林組合等との役78
割分担、責務を明記すべき。

国が公社を法的に位置づけ、その役割79
をメニュー方式として提示することで、地
方の実情にあった役割を選択し、また地方
公共団体が積極的な支援を出来るようにす
ることを検討すべき。

今後の事業展開に向けて、公社の経営80
安定化が不可欠であり、そのための国民的
レベルでの支援の必要性等を示すべき。

拡大造林の推進に伴って累積した既往81
債務の処理方策も明記すべき。

多雪地帯は雪起こしの経費がかかり増82
しとなることから、公庫資金の利率設定を
地域事情に合わせ、債務の軽減化を図るべ
き。

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅳ－１

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ－３

すべての公社が、地域の実情に
応じてそれぞれに明確化すること
が適当。

３( )は、同様の趣旨によって記4
載している。

基本政策の検討状況を踏まえて
整理。

公社の位置づけについては基本
政策の検討状況を踏まえて整理を
行うが、地方公共団体による支援
を目的とした法的位置づけを与え
ることは困難。

同様の趣旨を４( )に記載してい4
る。

既往債務の処理の考え方を４( )1
に新たに記載。

公庫資金の性格からみて困難。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

多雪地帯では、不成績造林地が多いこ83
とから、公庫資金の繰上償還を図るべき。

農林公庫融資制度・金利負担軽減に係84
る公庫補助制度・地財措置等の拡充・強化
について具体的に記述すべき。

林業振興のための抜本的対策を講じる85
とともに、公社の経営安定化を図るため、

、既往の公庫借入金の金利軽減に関する制度
地方公共団体による公社への支援に対する
地財措置の拡充、公社の新たな役割に対す
る支援策の創設、長伐期施業への転換に対
する支援制度の創設、管理運営費に対する
支援策等が必要。

農林公庫融資制度について、利率の引86
き下げ、融資率の引き上げ、管理経費の融

、 。資対象化 償還期限の延長等の拡充が必要

長伐期化への転換に向けて、契約の相87
手方を特定するため林業公社が行う、所有
者調査に要する経費に対する支援や、森林
に係る国土調査の推進が必要。

森林整備を一層推進するとともに、都88
道府県・公社の負担軽減のための財政支援
の拡充が必要。

人件費については、都道府県の職員が89
出向することで減らすべき。

Ⅰ

Ⅳ－２

Ⅳ－２

Ⅳ－２

Ⅳ－２

Ⅳ－２

Ⅳ－３

４( )ウに同様の趣旨を記載して2
いる。

具体的な施策については、別途
検討。

同上。

同上。

同上。

同上。

、間接経費の縮減は重要であるが
公社の独立性を踏まえて、各公社



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

( ) 既 往 の 分 収 林 の 管1
理 経 営
ア 保 育 ・ 間 伐 の 着 実
な 実 施
「 森 林 整 備 に 係 る 制 度
資 金 を 十 分 に 活 用 す る
ほ か 、 造 林 関 係 補 助 事
業 や 関 係 地 方 公 共 団 体
に よ る 支 援 等 を 利 用 す
る な ど に よ り 、 借 入 金
及 び 利 息 の 増 大 の 抑 制
に 資 す る 方 策 の 推 進 を
図 る 必 要 が あ る 」。

１／２を国庫補助、残りを事業体が負90
担するのでは借入金の利息増大は抑制でき
ない。

「借入金及び利息の増大の抑制に資す91
る方策」ではなく 「軽減化の方策」とす、
べき。

伐採収入を確保することが重要な問題92
であり、木材の販売方法や事業体の育成に
ついて検討しておくべき。

分収林の処分についても国産材需要拡93
大の課題があり、基本政策の中で強力に推
進すべき。

既存の施策の問題点（有効に活用され94
ない理由等）を分析し、改善を図るととも
に、必要な施策の推進につき具体的に明記
すべき。

国の新たな支援策を図ることを記載す95

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅲ

Ⅳ－３

Ⅳ－２

Ⅳ－２

及び当該地方公共団体において検
討すべき課題。

国庫補助事業の助成水準は最高
９０％となっているが、個人財産
の形成にも資する森林整備は全額
公費で実施するにはなじまない。

今後の間伐等の実施に要する費
用についての記述であり、そのた
めの借入金等については 「増大の、
抑制」とするのが適当。

木材販売収入の確保について、
４( )エに新たに記載。2

林政全般に係る課題 （木材販売。
収入の確保については、４( )エに2
新たに記載 ）。

具体的な施策は別途検討。

同上。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

イ 施 業 の 転 換 等

「 契 約 に よ っ て 伐 採 時
期 が 左 右 さ れ る こ と か
ら 、 こ の ま ま で は 、 伐
採 が 集 中 的 に 行 わ れ る
可 能 性 が 高 い 」。

「 伐 採 時 期 の 延 長 ・ 複
層 林 へ の 誘 導 等 施 業 の
転 換 を 図 る た め の 取 り
組 み を 進 展 さ せ る こ と
が 重 要 で あ る 」。

べき。

低金利時代に合わせた、公庫資金の利96
息負担軽減のための国の施策拡充、新たな
支援策が必要。また、既債務についても公
益的機能発揮等を勘案した支援策も必要。

伐期の延長、複層林施業への転換は、97
公益的機能発揮のためにも必要。

、 、98 伐採の集中は 材価の下落をもたらし
自ら採算性を悪化させる要因を作ることに
なり、不可能になるため 「懸念がある」、
という表現にすべき。

公団や都道府県行造林を含めた全国的99
な木材需給見通しを示した上で、伐採時期
や長伐期化を検討すべき。

、 、100 立地条件を考えずに 一律に複層林化
長伐期化することが不可能か検討すること
が必要。

長伐期化・複層林化が一律に収益増を101
もたらすか疑問。

Ⅳ－３

Ⅰ

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅱ

公庫資金の金利は（市中金利が
上昇した場合も含め）固定という
特質があり、これを見直すことは
困難であるが、現行の金利におい

、 、ては 施業転換資金の活用により
低利化が図られる。なお、既往債
務の処理については、４( )に考え1
方を新たに記載。

同様の趣旨で記載している。

これまでの分収林契約を変更し
なければ伐採が集中するのは明ら
か。

全国的な木材需給は、林政全般
に係る課題であるが、公社分収林
の資源構成のみをみても、伐採時
期の分散を図ることが必要。

全ての分収林について施業を転
換するべき旨を記載しているもの
ではない。

利子増大等を踏まえた方策を検
討すべき旨を記載している。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

契約者の期待を考慮し、従来の分収林102
に関しては、契約どおり分収すべき。

契約伐期に至ったものは原則として伐103
採し、再造林を行うべき。

公益的機能が高いのは５０～６０年で104
あり、重要な水源地等を除き伐採は止むを
得ない。

長伐期化は財務を悪化させることから105
水源林等に限り、また、その補償を行うべ
き。

分収林契約における複層林施業等の取106
扱い等を確立した上で誘導を図るべき。

現在の木材価格の下で、当初契約に従107
って伐採すれば、立木がなくなり、負債が
残るだけであるが、一方、長伐期化は、保
険代等が膨らむばかりであることから、既
存の分収契約を抜本的に見直した制度を打
ち出すべき。

公社の持分のみを伐採し、土地所有者108
の持分を立木のままで分収させ、再造林の
負担軽減するような方策を模索すべき。

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ－３

公益的機能の発揮や再造林コス
トを考慮すれば、できるだけ伐期
の延長等を図ることが適当。

同上

再造林コストからみても、一般
的に伐期の延長等を図ることが必
要。

長伐期化に伴う利息の増大等を
踏まえた方策について検討すべき
旨を記載している。

４( )において、分収林契約を維2
持しつつ複層林化を図っていく場

、合の取扱いの検討が必要である旨
記載している （具体的には、より。
専門的な検討が必要 ）。

新たな事業展開（４( )）につい3
ては、施業の委託等を採用すべき
旨を記載している。

各種の方策を検討することは重
要であるが、具体的には、より専
門的な検討が必要。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

市町村等との分収契約ならば、地財措109
置を拡充し、市町村等に購入してもらうこ
とを検討すべき。

４０～５０年生林分の分収権の購入を110
企業にアピールしていくことが必要。

施業の転換に当たっては、公社が森林111
経営が困難な林地で造林事業を実施してき
たことを配慮して施策を提案すべき。

分収林機能高度化資金及び施業転換資112
金について、貸付枠、償還期限等の延長、
無利子資金の融資を含むものとすべき。

施業の転換等を促進するための方策を113
明示すべき。

施業転換のための資金源を明記すべ114
き。

施業の転換に伴う債務の増大を考慮115
し、現行施策の改善を図るとともに、国が
主導的な新たな施策の推進について具体的
に明記すべき。

既往債務の金利負担を軽減するため、116
。低利または無利子の借換制度の創設が必要

伐期延長に伴う金利負担増加に見合う117

Ⅳ－２

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅳ－２

Ⅳ－２

Ⅳ－２

Ⅳ－２

Ⅳ－２

Ⅱ

具体的な施策は別途検討。

林政全般に係る課題。

同様の趣旨で記載している。

具体的な施策については別途検
討。

同上。

同上。

同上。なお施業の転換に伴い新
たな投資が必要となること等を踏

、まえた方策について検討すべき旨
記載している。

同上。

利子負担増を踏まえた施業転換



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

ウ 分 収 林 契 約 の 変 更
等

増益は疑問であり、金利負担軽減措置が必
要。

施業転換資金等は最大限活用している118
が、現在の制度では累積債務の問題は解決
されず、抜本的な改善策を提示すべき。

気象害等により繰上償還が必要な分収119
林では、無利子資金による支援や減免措置
を講じるべき。

最後の一文に 「及び森林の持つ公益120 、
的機能について、国民負担していただくよ
う、水源税・環境税等を導入し、国民的合
意を得られるよう検討すべきである 」と。
いう文章を挿入すべき。

分収後の放置を避けるとともに、長伐121
期化し、択伐を行うことで、計画的伐採に
よる木材の安定供給をはかるため、契約期
間を延長すべき。

再造林時、分収契約を従来の５０～７122
０％に減らし、分収割合を９：１～８：２
とすべき。

再造林時の分収契約において、長期伐123
採権を設けた上で、施業計画を樹立させ、
知事の認可を受けた場合は全額国庫負担と
する制度を設けるべき。

Ⅲ

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ－２

の促進方策の検討について記載し
ている。

既往債務の処理の考え方につい
て、４( )に新たに記載。1

気象害があったことをもって制
度資金の償還を減免することは困
難。

林政全般に係る課題。

同様の趣旨を踏まえて記載して
いる。

新たな分収林における分収割合
の見直しについては、４( )イに記3
載している。

個人財産の形成にも資する森林
整備は、全額公費で実施するには
なじまない（国土保全の機能発揮
上必要な場合は、治山事業として
実施 。公社の経営コスト・リスク）



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

「 土 地 所 有 者 の 理 解 を

契約変更に伴う登記変更を容易にする124
ため、嘱託登記を可能にすべきであり、登
録免許税の免除や嘱託費用に対する補助制
度も検討すべき。

契約変更が容易に行える制度が必要。125

契約期間延長のための特別措置が必要126
であり、延長後の管理費用についての新た
な財源による助成も重要。

分収林契約解除時の清算方法に問題が127
あるほか、既往債務償還のための財源確保
には県の支援に対する国の支援が必要。

林業経営が成り立たない森林につい128
て、その位置づけと処理の方向性、既往債
務の処理等について、具体的な方策を明記
すべき。

既往債務の繰上償還への取り組みと、129
財源の手当に関して施策の方向づけを明記
すべき。

土地所有者の納得を得るためのインセ130

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－２

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ－３

の軽減については記載している。

具体的な施策は別途検討。

地上権設定を伴う分収林契約の
変更は、財産権の関係上、土地所
有者全員の同意が必要。契約変更
が円滑に行われるような方策の検
討については記載している。

同上。

。 、具体的な施策は別途検討 なお
分収林契約解除時には、公庫資金

、 。の償還が必要な旨 記載している

分収林契約の解除についての考
え方は記載している。

繰上償還の対象となる分収林契
約の解除についての考え方は記載
している。

当初契約では、土地所有者によ



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

得 て い く た め の 多 大 な
労 力 が 必 要 で あ る こ と
か ら 、 こ れ が 円 滑 に 行
わ れ る よ う な 方 策 も 検
討 す る 必 要 が あ る 」。

「 分 収 林 契 約 を 解 除 す
る 場 合 に は 、 当 該 森 林
に 係 る 既 往 の 債 務 の 償
還 や 、 こ れ に 必 要 な 財
源 に つ い て 考 慮 す る 必
要 が あ る 」。

( ) 新 た な 事 業 の 展 開2

ンティブが重要であることから、より具体
的に 「方策も検討」ではなく 「制度面及、 、
び経費面で検討」とすべき。

分収林の多くは、主伐期に達しておら131
ず、自主財源に乏しい事から、国等の支援
が必要であり 「財源について考慮」を「財、
源についての方策を検討」とすべき。

今後の事業展開についても、公社が国132
の基本政策の一翼を担っていくべき立場に
あることを明記し、国の支援の姿勢を明確
にすべき。

公社造林地等の伐採後の再造林を誰が133
行うのか、費用負担のあり方を含め、今後
の林業、森林管理のあり方や、木材の安定
供給についても明記すべき。

分収林が一斉に主伐期を迎えることか134
ら、全国的な視点から、計画的な木材の利
用、再造林について記載すべき。

公社自体が関係者との連携等により、135
木材需要拡大に取り組むべき。

木造住宅の競争力の強化のための方策136

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅳ－３

Ⅳ－３

る再造林コストに見合う収入が得
られない場合も少なくないことか
ら、伐期延長に対する理解は得ら
れるものと考えられる。

同様の趣旨で記載している。

今後の事業についても、公社の
役割に応じて実施して行くべき旨
を記載している。

林政全般に係る課題。

同様の趣旨により、４( )イを記2
載しているほか、木材の安定供給
につき、４( )エに新たに記載。2

４( )エに新たに記載。2

林政全般に係る課題。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

ア 事 業 対 象 地 の 選 定

、 。や 木造住宅建設に対する助成措置が必要
また、国は木材利用の研究開発を強化すべ
き。

国有林にも支援を実施しており、公社137
造林にも公的資金の投入をすべき。

公社の採算性の観点から、公社事業の138
縮小を求める世論には反対。

奥地の人工林や広葉樹林等、個人の経139
営が見込めない森林を公的機関である公社
が整備すべき。

個人の力で森林を造成することは資金140
的にも労務的にも困難であることから、ど
のような場所でも公社事業を行えるように
すべきであり、そのための分収方式の見直
し、国・都道府県による財政支援が必要。

現状では山が荒廃していくばかりであ141
り、国の支援の下に公社が中心となって森
林整備を進めるべき。

市町村と連携して森林整備を推進する142
場合、市町村の助成を義務づけるべき。

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

国有林と公社は成立経緯や仕組
みが異なっており一概に比較でき
ない。なお、既往の債務の処理に
ついては、新たに４( )に記載。1

同様の趣旨により、公社の役割
や公社の経営コスト・リスク軽減
による森林整備の推進について記
載している。

３( )、４( )において、公社の2 3
期待される役割や事業地の考え方
を記載している。

、私有財産である民有林の整備は
森林所有者等により実施すること
を基本としつつ、これによりがた
い場合に公的主体が担っていくこ
とが適当。

同上。なお、国は補助等により
すでに支援しているところ。

民有林の森林の指導・監督を行
う市町村との連携はいずれの場合



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

「 林 業 公 社 が 行 う 必 要
の あ る 森 林 整 備 の 安 定
的 な 実 施 を 通 じ た 雇 用
機 会 の 確 保 を 望 む 声 が
あ る 」

「 林 業 公 社 が 放 置 さ れ
て い る 伐 採 跡 地 へ の 造
林 に 全 面 的 に 当 た る こ
と と な れ ば 、 森 林 所 有
者 が 安 易 に 伐 採 跡 地 を
放 置 す る よ う な 状 況 を
助 長 す る お そ れ も あ
る 」。

分収時の土地所有者への税制面の見直143
し、または還付措置が必要。

放置森林や被害森林を健全な森林に誘144
導するため、なお一層の資金助成措置の拡
充・強化を図るべき。

採算性の悪化により私有林事業量が減145
少していることから 「望む声がある」を、
「強く要望されている」とすべき。

分収割合が小さいことから、所有者が146
公社に安易に依存する状態は生じないので
はないか。

各都道府県で最大の森林経営体が、再147
造林を放棄するような方策をとるべきでは
ないので、この表現は削除すべき。

妥当な指摘だが、放置森林の整備を公148
的機関が担うべき事業として位置づける場
合、従来方式のままの分収契約による森林
づくりが時代に合わなくなっていることか
ら、公共事業として取り組むことを検討す
べき。

放棄されている伐採跡地の造林は公社149

Ⅳ－３

Ⅳ－２

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅱ

も必要。

既に山林所得として特別措置が
講じられている。

具体的な施策については別途検
討。

雇用機会の創出は関係者が一体
となって取り組むべき課題。

現在の分収林契約の土地所有者
は、経営リスク・コストを負担し
ないことから懸念がある。

公社が必要な森林整備に当たっ
ていくべきことの必要性を記載し
ている。

従来からの分収方式の見直しに
ついて４( )イに記載している。3

公益的機能の発揮上必要な場合



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

「 事 業 対 象 地 の 選 定 の
基 準 を 明 ら か に す る と
い っ た 対 応 が 必 要 で あ
る 」。

イ 森 林 整 備 の 手 法

が進めるべき。

伐採跡地への植栽については、森林所150
有者には、負担が大きすぎ、労務の問題も
あることから不可能に近く、公社が全面的
に当たるべきであり、そのため国・都道府
県による支援が必要。

公社を放棄林分の受け皿とすべきであ151
り、そのための機能強化を図るべき。

現状でも事業採択条件が設けられてい152
るが、一般住民に公社造林の必要性を判断
してもらうことも検討すべき。

山村だけに森林を任せるのではなく、153
都市にも負担してもらう意味で、分収方式
により、国、国民も責任を負うようにすべ
き。

より美しい国土を守るため、森林の造154
成、整備及び木材の搬出について新たな公
共事業として位置づけ、公的資金を投入す
べき。

公益的機能を考慮すれば、国としてさ155

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ－２

は公社で行うことが必要と記載し
ている。なお、放置されるような
伐採跡地の発生を回避していくこ
とも重要（４( )に新たに記載 。3 ）

私有財産である民有林の整備は
森林所有者等によることを基本と
し、これによりがたい場合に公的
主体が担っていくことが適当。

同様の趣旨で３及び４を記載し
ている。

( )を含め、同様の趣旨で記載し4
ている。

分収方式の全てを否定している
ものではない。なお、下流地方公
共団体の負担による分収林整備や
公社への支援に係る地方財政措置
についても記載している。

（ ）国の森林整備事業 造林・林道
については、公益的機能を確保す
るための公共事業として実施して
いるところ。

具体的な施策は別途検討。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

らなる資金的諸施策が必要。

人件費等の間接経費が大きな割合を占156
めていることから、補助又は融資対象とす
べき。

現状の制度の活用だけでは公社の経営157
改善は困難であり、さらなる支援策につい
ても検討すべき。

新規分収林契約では、容易に契約変更158
が可能なシステムにすべき。

現行施策の問題の改善及び新規施策の159
提言について具体的に明記すべき。特に、
公社による経営受託のための具体的な施策
や財政措置を示すべき。

都道府県による、公社への貸付金に対160
。する地財措置等の検討を含めた提言が必要

公社が施業を受託し、森林所有者に対161
して費用負担を求める方式は困難。

今後の事業実施については、国の造林162
補助金を十分に活用し、直接事業費を公社
が負担しないよう、補助残は県が補助する

Ⅳ－３

Ⅳ－２

Ⅳ－３

Ⅳ－２

Ⅳ－２

Ⅱ

Ⅱ

一部についての補助は措置され
ているが、間接経費全般について
の補助または融資対象化は困難。

具体的な施策については、別途
検討。

地上権の設定以外（例えば、そ
の範囲内での伐採の時期や保育の
内容）については、契約書におい
て当事者の合意の範囲で自由な決
定が可能。

具体的な施策は別途検討。

具体的な施策は別途検討。

受託方式のみでなく、分収方式
による整備についても記載してい
る。

公社の経営コスト・リスクの軽
減方策について記載。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

「 林 業 公 社 が 期 待 さ れ
る 役 割 に 応 じ て 安 定 的
な 事 業 展 開 を 図 っ て い
く た め に は 、 コ ス ト や
経 営 リ ス ク を 林 業 公 社
の み が 負 う こ と な く 、
関 係 者 で 分 担 す る こ と
が 適 当 と 考 え ら れ る 」。

「 林 業 公 社 が コ ス ト を
負 担 す る 場 合 に あ っ て
も 、 借 入 金 の 発 生 を 出
来 る 限 り 抑 制 す る こ と
の で き る 手 法 を 採 用 し
て い く こ と が 必 要 で あ
る 」。

「 造 林 関 係 補 助 事 業 ・
制 度 資 金 等 を 最 大 限 有
利 に 活 用 し て い く こ と
が 重 要 で あ る 」。

「 上 下 流 の 地 方 公 共 団
体 の 話 し 合 い に 基 づ き
水 源 維 持 等 の た め に 下
流 団 体 が 行 う 負 担 、 分
収 林 契 約 に 要 す る 経 費
等 や 、 国 土 保 全 に 資 す
る 業 務 を 行 う 第 ３ セ ク

仕組みとするべき。

分収方式により公社に経営リスクの負163
担を任せては、事業を縮小せざるを得ず、
再造林は国の問題として考えるべき。

「既往の分収林の管理経営」の表現と164
統一し 「抑制することのできる手法を採、
用していく」を「抑制する方策の推進を図
る」とすべき。

補助事業の拡大・制度資金の見直しや165
新たな支援を受け入れやすい仕組みの検討
につき記載すべき。

「第３セクター」は実質成功した例は166
少なく、ここでは不要ではないか。

Ⅱ

Ⅳ－３

Ⅳ－２

Ⅳ－３

経営コスト・リスク負担の軽減
を図りつつ、公社が森林整備を進
める手法について記載している。

従来からの分収林契約とは別の
「手法」について記載している。

具体的な施策は別途検討。

「 」公社を含めて 第３セクター等
に関する地財措置が講じられてい
る旨を記載したものである。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

タ ー 等 の 設 立 に 対 す る
出 資 ・ 増 資 、 第 ３ セ ク
タ ー 等 が 行 う 国 土 保 全
に 資 す る 業 務 に 対 す る
助 成 に つ い て 一 定 の 地
方 財 政 措 置 が 講 じ ら れ
て お り 、 こ の よ う な 措
置 を 活 用 す る こ と に よ
り 、 林 業 公 社 を 支 援 し
て い く こ と も 可 能 と な
っ て い る 」。

「 今 後 の 分 収 方 式 に よ
る 整 備 に つ い て は 、 林
業 公 社 が 当 事 者 と な る
契 約 を 締 結 す る 以 外 に
方 法 の な い 場 合 に 限 定
す る 」

「 分 収 割 合 を 見 直 し 、
林 業 公 社 の 持 分 を 大 き
く す る 、 林 業 公 社 は 費
用 を 負 担 し な い 造 林 者
又 は 育 林 者 と し て 位 置
づ け る な ど の 工 夫 が 必
要 で あ り 、 ま た 、 借 入
金 に 係 る 利 息 の 一 層 の
軽 減 方 策 に つ い て も 考
慮 す る 必 要 が あ る 」。

一般所有者等が意欲がない場合の当事167
者としては、公社のほかに都道府県、市町
村があるため、公社が当事者となる以外の
方法がないと判断することは困難であるこ
とから 「市町村等関係者と協議の上、公、
社が当事者となる契約を締結することが適
当である場合に限定する」とすべき。

伐採収入と投下資本が大きく乖離する168
現状では、分収割合の見直しでは経営体質
の改善が図られず、国・都道府県の政策誘
導や支援により収支バランスをとるべき。

分収割合を固定化していることが問題169
ではないか。現在の分収林で不採算となる
ものに関しては、分収割合の見直し、解約
を検討すべき。

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅳ－３

４( )アにおいて、公社の事業対3
象地は市町村との関係を踏まえて
決定すべき旨を記載しており、こ
こでは、公社による分収方式の森

。林整備に限定した記述としている

分収割合の見直しも、一つの方
策として有効であり、その他の方

。 、策についても記載している なお
既往債務を踏まえた経営体質の改

、 。善については ( )に新たに記載4 1

分収割合を予め決定しておくこ
とが分収林契約の特徴であり、必
要経費を精算する形態は、森林経
営の受委託として整理すべき。契
約解除については、４( )ウに記載2



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

「 林 業 公 社 が コ ス ト や
リ ス ク を 負 担 せ ず に 森
林 の 整 備 を 進 め て い く
手 法 と し て は 、 従 来 か
ら の 分 収 方 式 に こ だ わ
ら ず 、 林 業 公 社 が 森 林
の 施 業 又 は 経 営 を 受 託
し 、 そ の 整 備 に 必 要 な
費 用 を 森 林 所 有 者 に 求
め て い く な ど の 形 を 積
極 的 に 採 用 し て い く こ
と が 有 効 で あ り 、 市 町
村 を 含 め た 関 係 者 の 調
整 等 に よ り こ の よ う な
取 り 組 み を 促 進 し て い
く 方 策 を 検 討 す る 必 要
が あ る 」。

県財政は公庫資金を借りて行う新たな170
投資を認めてくれない現状にあり、真剣に
検討すべき。

公社を公的主体として明確化し、国に171
。よる公的資金導入等による方策を示すべき

森林所有者の費用負担は困難なことか172
ら、公社を公的機関として位置づけ、公益
的機能に対する応益負担の考え方を取り入
れた新たな公的資金の投入が必要。

費用負担は森林所有者ではなく、公益173
的機能の恩恵を受けている下流側に求める
べき。また、下流からの支援を容易にする
ため、公社への寄付金を損金算入扱い可能
とすべき。

森林整備の実践部隊を雇用管理してい174
るのは森林組合等であり、公社が受託する
のは手続きが二重となりなじまないのでは
ないか。

新たな手法は必要であるが、公社は森175

Ⅱ

Ⅳ－２

Ⅳ－３

Ⅳ－３

Ⅱ

Ⅱ

している。

同様の趣旨により、公社の役割
や新たな事業展開の考え方を記載
している。

具体的な施策は別途検討。

公社の森林整備については、既
に補助事業等により公的資金が投
入されているほか、今後において
は、分収方式のみならず、公社の
財務状況等から森林所有者の費用
負担を一部求めていくような方策
も必要。

下流地方公共団体による負担に
ついては記載している。なお、地
方公共団体への寄付については損
金算入が認められており、これを
財源として公社支援を行うことも
一方策。

４( )アにおいて、公社は森林所3
有者や森林組合の自助努力によっ
ては整備が進みがたい森林を対象
とするなどの考え方を記載してい
る。

同上。



該当個所 意見の要旨 処理の結果 処理の理由等

( ) 地域の理解の醸成3

林組合が経営的に扱えない森林や地域に対
象を限定すべき。

再造林の必要性や、公社の果たしてい176
。る役割を国や県においてもっとＰＲすべき

山の大切さについて、国民の意識の高177
揚を図るべき。

公社設立の背景に拡大造林推進という178
国の方針が大きく影響してきたことから、
今後の役割につき、国としても合意形成を
推進していく考えを明らかにすべき。

公益的機能評価額や経済的価値と公益179
的機能が両立しうるものであることや、多
額の造林投資の回収に長期を要する森林整
備事業の特異性についても言及すべき。

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ－３

Ⅱ

。同様の趣旨により記載している

同上。

国としても森林整備の重要性等
についてのＰＲは行っているとこ
ろであるが、公社事業に係る合意
形成は、地域における取り組みで
あり、基本的には、公社が中心と
なって進めることが適当。

同様の趣旨で記載している。


